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地球温暖化・気候変動

美観の悪化（ごみのポイ捨て、不法投棄、空き家の放置、街路樹の

手入れ不足等）

生活環境問題（騒音・振動・悪臭等）

ヒートアイランド現象（都市部で気温が高くなる現象）

大気汚染

プラスチックごみ問題（使い捨てプラの廃棄、ポイ捨て・マイクロ

プラスチックによる環境汚染等）

水質汚染

生物多様性の問題（外来生物の増加、希少な動植物の減少等）

都市化の影響で緑や水辺に接する機会が減っている

土壌汚染

第３章 二酸化炭素排出量の現状把握と将来推計

本町における現況年度（令和４

（２０２２）年度）の二酸化炭素排出

量は９０,６９１t-CO２で、全体とし

て基準年度（平成２５（２０１３）年

度）から２４.４％減少しています。

将来推計BAUの結果では、

２０３０年度71,479ｔ-ＣＯ２、

２０５０年度の排出量は５１,２４０ｔ-

ＣＯ２と算出されました。

また、「省エネルギー対策の推進」、

「再生可能エネルギーの導入」を含

めた将来推計脱炭素シナリオの結

果、２０３０年度には、対策実施後の

実質排出量が６３,６７３-CO２とな

り、基準年度比（２０１３年度比）の

４６．９％の削減が見込まれます。

忠岡町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）概要版

(１) 計画の位置づけ

本町における２０５０年度の脱炭素社会の実現に向けて、地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条に基づく

「地方公共団体実行計画（区域施策編）」として策定します。

国や府の計画と整合を図るとともに、庁内関連計画とも整合を図り推進します。

なお、本計画は「忠岡町環境基本計画」の別冊として「基本目標１ 脱炭素社会の構築」の項目を補完するもので

あり、忠岡町における「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、より具体の内容を記載するものです。

(２) 計画期間

令和８（２０２６）年度から令和１２（２０３０）年度までの５年間を計画期間とします。

国の「地球温暖化対策計画」、府の「大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を踏まえ、基準年度は平成

２５（２０１３）年度とします。

第１章 計画の基本的事項

住民
関心のある環境問題として最も多く挙げられたのは「地球温暖化・気候変動」であり、多くの住民が気温上昇や異常

気象の増加など、地球温暖化の進行に強い関心を寄せていることが分かりました。また、ごみのポイ捨てや不法投棄

等による美観の悪化や、騒音・振動・悪臭等の生活環境問題といった、日常生活において身近な問題についても、関心

が強いことが示されています。

事業者
温室効果ガス排出量の把握状況については、「把握していない」と回答した事業者が大半を占めており、排出量の計

測や管理が十分に進んでいない現状が明らかとなりました。また、温室効果ガス排出量の削減に向けた目標や方針の

設定状況についても、「定める予定はない」と回答した事業者が過半数を占めており、削減に向けた取組が進められて

いない実態がうかがえます。

把握していない

84.1%

把握している

（概算含む）

11.4%

回答なし

4.5%

本町では、住民と事業者を対象に、環境意識を把握するため「忠岡町の環境に関するアンケート調査」を行いました。

(３) 計画の対象

を対象とし、

温室効果ガス排出量の９割以上を占める 二酸化炭素（CO２）

忠岡町全域

を算定対象とします。

事業所における、温室効果ガス
排出量の把握状況

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図１-１ 計画の位置づけ
環境教育等による環境保全の 

取組の促進に関する法律 

気候変動適応法 

地球温暖化対策の推進に 

関する法律 

忠岡町環境基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

連携・整合 

環境基本法 

大阪府環境基本条例 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

第６次環境基本計画 

大阪府環境総合計画 

忠岡町総合計画 

地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

地域気候変動適応計画 

環境教育等行動計画 

【関連する個別計画】 

・ 忠岡町一般廃棄物処理基本計画 

・ 忠岡町みどりの基本計画       など 

環境問題の関心について【複数回答】

第２章 住民、事業者の環境意識



【施策の方向性】

暮らしにおける

省エネルギー対策

地域における

省エネルギー対策

事業活動における

省エネルギー対策

吸収源対策

ごみの減量化・資源化

の促進

基盤的施策の推進

公共施設等への率先的な

再生可能エネルギー導入

町内への再生可能エネルギー

導入・活用推進

【施策の内容】

住宅の省エネルギー促進/省エネルギー機器の導入促進/エネルギー消費

量の見える化の促進/脱炭素型ライフスタイルへの移行促進

町の率先した省エネルギー対策/公共交通等の利用促進/次世代自動車の

導入促進/ゼロカーボンドライブの促進/自転車利用の促進

建築物の省エネルギー促進/省エネルギー設備の導入促進/

エネルギー消費量の見える化の促進（再掲）/脱炭素経営への移行促進

緑化の推進/府産材の利用推進

家庭ごみ・事業ごみの削減/資源の有効活用促進/食品ロス対策の推進

環境学習機会の提供・支援/環境に関する情報提供/多様な主体との連携

太陽光発電設備、蓄電池等の導入の推進/再生可能エネルギー由来電力

の導入の検討/未利用エネルギー等の活用検討

太陽光発電・蓄電池・太陽熱設備の導入促進/再生可能エネルギー由来電

力への切替促進/次世代太陽光発電の活用検討

【基本方針】

基本方針１

省エネルギー
対策の推進

基本方針３

総合的な
地球温暖化対策

基本方針２

再生可能
エネルギーの
普及拡大

第４章 再生可能エネルギーの導入の状況とポテンシャル

本町における再生可能エネルギー導入状況の推移によると、太陽光発電が増加傾向にあります。

太陽光発電を建物に設置する場合は町内全域で、土地に設置する場合は域内東部に導入ポテンシャルが高い傾

向となっています。建物系と土地系を比較すると、建物に設置する場合の方が、ポテンシャルが高くなっています。

また、再生可能エネルギー資源を熱として利用する場合は、地中熱のポテンシャルが高くなっています。
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再生可能エネルギーの導入状況の推移

区域施策編では３つの基本方針を定め、施策を展開していきます。

第６章 目標達成に向けた施策

二酸化炭素排出量削減目標

◼ 計画期間における目標

令和１２（２０３０）年度の町内における二酸化炭素排出量について、平成２５（２０１３）年度比で

◼ 国の「地球温暖化対策計画」を見据えた長期目標

令和３２（２０５０）年度までのできるだけ早期に、二酸化炭素排出量実質 の実現を
目指します。

再生可能エネルギー導入目標

第５章 計画の目標

４６％削減

ゼロ

を目指します。

令和12（2030）年度 導入目標： ４，３０４ ＭＷｈ/年
令和32（2050）年度 導入目標： １５，６７８ ＭＷｈ/年

ゼロカーボンシティの実現

第７章 計画の推進

計画を着実に推進するため、「忠岡町環境保全審議会」において、計画の進捗状況について毎年度評価、報告すると

ともに、結果については町ホームページ等で公表を行うことで、住民や事業者に広く周知します。

また、計画の進捗管理にあたっては、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）、見直し（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサ

イクルに基づき、取組状況や評価指標の評価・点検を行い、今後の施策につなげていきます。

忠岡町の再生可能エネルギー導入ポテンシャル

区分 設備容量 発電量 

建物系 59.２ ＭＷ 79,215.4 ＭＷｈ/年 

土地系 3.３ ＭＷ 4,364.5 ＭＷｈ/年 

合計 62.５ ＭＷ 83,579.9 ＭＷｈ/年 

 

区分 導入ポテンシャル 

地中熱 1,154,902.5 ＧＪ/年 

太陽熱 172,038.８ ＧＪ/年 

合計 1,326,941.３ ＧＪ/年 

 

※ＧＪ（ギガジュール）：エネルギー量を表す単位で、１ＧＪは
１,０００ＭＪに相当します。
ＭＷｈ（メガワットアワー）：電力量を表す単位で、１ＭＷｈは
１００万ワットの電力を１時間使用した量に相当します。
換算式は以下のとおりです。

１ ＧＪ ＝ １,０００ ＭＪ
１ ＭＷｈ ＝ ３.６ ＧＪ ＝ ３,６００ ＭＪ
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